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犯罪・非行のない
明るい社会を

めざして
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第５７回
社会を明るくする運動
　 募金運動

１．趣 旨 　社会を明るくする運動は、家庭・学校・職場および地域住民、関係機関・団体が連携をとりあい、
　　　　　地域に根ざした幅広い活動を展開することにより、犯罪と非行のない、安全で安心して暮らせる
　　　　　明るい社会を築こうとする全国的な運動です。
　　　　  　この運動を支える“愛の資金”に皆様のご協力をお願いします。

２．期 間　７月１日から３１日まで（運動強化月間）

３．今年の重点目標
      「犯罪・非行の防止と更生の援助のため、地域住民の理解と参加を求める」

４．主 唱　法務省

５．運動の主な内容
　①この運動の趣旨を深めるため、ポスター、チラシ、啓発物資による市民ＰＲを行う。
　②本紙への掲載、街頭補導、市民総決起大会などにより運動の啓発を行う。
　③講演会、ミニ集会、研修会、啓発映画会などの市民集会を開催し、運動の輪を広げる。

１口　１００円で、１口以上
市民の皆さん、「愛の資金」募金のご協力をお願いします

♥標語♥　防ごう犯罪と非行　助けよう立ち直り

「社会を明るくする運動」伊賀市実施委員会
事務局：伊賀市
【上野地区】本庁厚生保護課　☎２２－９６５０　【伊賀地区】伊賀支所健康福祉課　☎４５－９１０５  
【島ヶ原地区】島ヶ原支所健康福祉課　☎５９－２１６３ 　【阿山地区】阿山支所健康福祉課　☎４３－９７１１ 
【大山田地区】大山田支所健康福祉課　☎４７－１１５１　【青山地区】青山保健センター　☎５２－２２８０

社会を明るくする運動　作文コンテスト審査結果
　第５７回「社会を明るくする運動」伊賀市実施委員会では、市内の中学生を対象とした作文コンテス
トを行い、審査の結果１２点の作品が入賞されました。応募された作品には、自分たちの体験を通して
明るい社会についての考えが素直に表現され、未来への展望を感じるものでした。
●審査結果（敬称略）
【最優秀賞】　藪中　映美奈（丸山中）
【優秀賞】　　岡安　清香（緑ケ丘中）、川本　萌子（府中中）、田中　利佳（成和中）、加藤　友佳子（成
　　　　　　和中）
【奨励賞】　　繁地　みづき（崇広中）、堀　由佳（桃青中）、中村　陸（柘植中）、勝森　亮太（島ヶ原中）、
　　　　　　山崎　珠里（阿山中）、中ノ坊　真利（大山田中）、小田　翔（青山中）
※最優秀賞の作文は本紙７月１５日号で掲載します。
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7月は
「青少年の非行問題に取り組む全国強調月間」

です
　もうすぐ夏休み。子どもたちにとって、日ごろ得がたい有意義な体験をすることができる良い機会
である反面、生活が不規則になるなど問題行動が発生しやすい時期でもあります。
　明日の伊賀市を担う心豊かでたくましい子どもを社会全体で育むため、地域ではあいさつやひと声
をかけたり、家庭では子どもの表情にしっかりと目を向け、会話を大切にするといったことを心がけ
るなど、家庭・学校・地域のみんなで青少年の健全育成に取り組みましょう。　
　　

※１：犯罪または触法行為、もしくは虞
ぐ は ん

犯行為により検挙または補導された少年
※２：喫煙、飲酒、深夜はいかい、その他自己の徳性を害する行為をする少年

健全で明るい家庭づくり運動
の推進

　各地区青少年育成会議における、
青少年健全育成に関するイベントや
講演会などを通じて、青少年の健全
育成に理解を深めるとともに市民の
意識の高揚を推進します。

地域が一体となった青少年健全育成
の推進

　地域の子どもの姿をやさしく見守
り、あいさつを行うといった「地域
のおじさん、おばさん運動」「大人
が変われば、子どもも変わる運動」
などの推進をします。

青少年に有害な環境をなくす活動等
の推進

　青少年の非行を誘発しやすい施設
などを巡回し、関係者の協力を求め
ることで青少年を取り巻く有害環境
をなくす活動を推進します。

伊賀市青少年センター
～子どもたちが抱える様々な悩みをいっしょに考え、自立や回復を支援します～

　現代社会の青少年を取り巻く環境は、情報化、国
際化、消費社会化の進行など、大きく変化していま
す。このような社会環境の変化を的確にとらえ、次
代を担う青少年を健全に育成することは、国民全体
に課せられた責務です。
　しかし、県内の青少年をめぐる状況を見ると非行
少年（※１）が 3 年連続減少している一方で、不良
行為少年（※２）は前年に比べ 10.4％増加し、過去最
多となり、深夜はいかい、喫煙の行為が 91.2％を占
めています。青少年非行は、本人のさまざまな可能

性を摘みとってしまうだけでなく、周囲の人や家族
をも傷つけてしまいます。青少年の非行防止を社会
全体の責務としてとらえ、関係機関・団体・地域住
民などが、青少年の非行に対する共通の理解と認識
を深め、「青少年は地域社会から育む」という観点
にたって取り組みを推進することが必要です。
　このため伊賀市青少年育成市民連絡会議と市教育
委員会では、次の課題に取り組んでいます。市民の
皆さんのご理解・ご協力をお願いします。

　伊賀市青少年センターでは、次世代を担う青少年が心身ともに健やかに成長することを目的に、青少年
の問題行動の早期発見・早期対応に努め、主任補導員と青少年健全育成に関係する各種団体および関係機
関より委嘱された補導員により街頭補導や環境浄化活動を実施しています。

青少年相談
　非行問題や交友問題など少年の悩みを解決するため、専門的な知識を有する伊賀市青少年センター主任
補導員が電話や面接により、適切な指導・助言を行っています。お気軽にご相談ください。
　【ところ】上野ふれあいプラザ　中 3 階　伊賀市青少年センター　（上野中町 2976-1）
　【相談電話番号】☎２４－３２５１
　【相談日・時間】月曜日から金曜日まで　午前 9 時～午後 4 時（祝日を除く）

【問い合わせ】　教育委員会生涯学習課　☎２２－９６７９


